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地地域域支支援援ススーーパパーーババイイズズ事事業業（（権権利利擁擁護護相相談談））

次のような相談に助言しています。
● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。

● 悪質商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。
● 知人から財産を侵害されている。
● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればいいのか。
● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。
● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。   など

【権利擁護専門相談窓口】

【大阪市・堺市以外】

大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護推進室

所在地 〒542-0065 大阪市中央区中寺 1丁目 1番地 54 号 大阪社会福祉指導センター3階

電話 06-6191-9500 職員による電話相談（月曜日～金曜日の 10 時～16時。祝日・年末年始除く）

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13 時～・14 時半～）

【大阪市】

大阪市成年後見支援センター

所在地  〒557-0024 大阪市西成区出城 2丁目 5番 20 号 大阪市社会福祉研修・情報センター3階

電話 06-4392-8282 職員による電話相談（月曜日～土曜日の 9時～17 時。祝日・年末年始除く）

    専門職による相談は、区役所・地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）・障がい者基幹相談支

援センター等からの事前予約が必要。

【堺市】

堺市権利擁護サポートセンター

所在地 〒590-0078 堺市堺区南瓦町 2番 1号 堺市総合福祉会館 4階

電話 072-225-5655 職員による電話相談（月曜日～金曜日の 9時～17 時 30 分。祝日・年末年始除く）

    専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13 時～16 時）

     センターへの相談に際しては、まず地域包括支援センター、障がい者基幹相談支援センター等にご相談

      ください。

地域支援スーパーバイズ事業とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどに

より判断能力が十分でない方の困りごとや、成年後見制度の利用などの相談に

対応する行政、高齢者・障がい者相談機関、その他事業所など関係機関・団体

を対象に、弁護士会・社会福祉士会と連携し、電話相談や来所による専門相談

で助言や情報提供を行うものです。
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みなさんは「ヤングケアラー」という言葉をお聞きになったことはありますか
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一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者のこと。
責任や負担の重さにより学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

みなさんの周りに、ヤングケアラーかもしれないと気になる子どもはいませんか。
子どもたちが困りごとを話せるように、子どもたちの周りに信頼できる大人を増やしていきましょう。
例えば、次の4つのことを参考に、子どもたちやそのご世帯と関わってみませんか。

＜ヤングケアラーのしていることの例＞

● ヤングケアラーとは

● みなさんにできること

ケアを担っている子どもたちは、次のような想いを抱えていることがあります。
ヤングケアラーかもしれない子どもたちと出会ったときは、この想いを心に留めて接してみてください。

● 子どもたちの想いと会話のヒント

家族のために一生懸
命にケアを担ってい
ることも

本人に自覚がない
場合も

ひとつだけでなく、
複数のケアを担って
いることも

家庭内のデリケート
な問題であるため、表
面化しにくいことも

話せるようになったら、相
手の言葉を遮らず、まずは
話を聞きましょう。話しやす
いように他愛のない話で構
いません

話を聴く

子ども自身や保護者はどの
ような意向をお持ちでしょ
うか。支援の押し付けにな
らないよう相手の気持ちを
よく聞き、尊重しましょう

気持ちを尊重する

まずは子どもの様子や家族
の様子を見守りましょう

見守る

いきなり、ケアのことを話
題にする必要はありません。
あいさつから始めましょう

声をかける

● 相談しようという発想自体がない
● 自分の家庭しか知らずに育ち、客観的な視点をもちにくい
● 家庭のことを知られたくない
● 話を聞いてもらう機会が少ない

孤独を感じやすいので、さりげない声掛けからはじめる

● ケアを否定すると、これまでしてきたことを否定
されたと感じる

● 家族が責められると自分が責められたと感じる

ケアや家族を否定せず、これまで担ってきたケアに
労いの言葉をかける

● 家族のために自らケアをしたいと思っ
ている

● 支援が必要とは思っていない

ケアを大切にしている子どもたちの気持
ちを尊重する

ヒントヒントヒント

府内市町村のヤングケアラー相談窓口

大阪府 ヤングケアラー 窓口

市町村に相談してみる

ヤングケアラー支援事例集

大阪府 ヤングケアラー 事例集

支援事例を参考にする

障がいや病気のある家族に代
わり、買い物・料理・掃除・
洗濯などの家事をしている

家族に代わり、幼いきょうだ
いの世話をしている

家計を支えるために労働をし
て、障がいや病気のある家族
を助けている

アルコール・薬物・ギャンブ
ル問題を抱える家族に対応し
ている

障がいや病気のあるきょうだ
いの世話や見守りをしている

目を離せない家族の見守りや
声かけなどの気づかいをして
いる

日本語が第一言語でない家族
や障がいのある家族のために
通訳をしている

がん・難病・精神疾患など慢
性的な病気の家族の看病をし
ている

障がいや病気のある家族の身
の回りの世話をしている

障がいや病気のある家族の入
浴やトイレの介助をしている

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課
電話：06-6944-7602　ファクシミリ：06-6944-6681　メール：chiikifukushi-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp 

＊法令上の定義はありません。
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【お申し込み・お問い合わせ先】
（公財）介護労働安定センター 大阪支部

〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 労働センター(エルおおさか)南館12階
ＴＥＬ：06-4791-4165 ＦＡＸ：06-4791-4166

E-mail:osaka＠kaigo-center.or.jp

介護事業所における雇用管理、職員の健康管理、人材育成に関する情報提供、相談援助
などに対して 雇用管理やメンタルヘルス、人材育成のコンサルタント（社会保険労務
士、中小企業診断士、シニア産業カウンセラー、キャリアコンサルタントなど）が対応
します。

処遇改善を新規算定した
い！上位加算に向け各要件
をクリアにしたい！
新加算に関する相談や算定
に必要書類を整備したい。

処遇改善加算 雇用

必要性は理解しているが、
なかなか一歩を踏み出せ
ない。職員の負担軽減に
よる雇用環境の改善、定
着促進に繋げたい。

ＩＣＴ化推進 雇用

算定資格があるのかわから
ない! 制度の仕組みや
取得に向けた要件（生産性
向上委員会の設置）などの
整備・相談をしたい。

生産性向上推進体制加算 雇用

人材獲得につなげ、職場
環境へ刺激を与え活性化
したい。採用の留意点と
準備の相談をしたい。

外国人雇用 雇用

人材定着・育成の方法。
職員も納得する人事管理
制度になるよう見直した
い。

雇用

介護人材育成のための
効果的な研修の進め方
や職員の質の向上と定
着化を図りたい。

研修計画 育成

職員一人ひとりの目標
達成のためにはどうし
たらよいか。組織人と
しての仕事の進め方と
は。

キャリア形成 育成

新任の管理職にリー
ダーシップを身につけ
てほしい。管理者とし
ての心構えについて。

リーダーシップ 育成

処遇改善加算のために
キャリアパスをつくり
たい。また、つくった
キャリアパスを運用す
るには。

キャリアパス 雇用
育成

助成金を活用できるの
は、どんな時なのか。
職員の育成に利用でき
る助成金等を知りたい。

助成金 雇用
育成

「職業病」とも言われ
ている、腰や首などの
痛みを防ぐためにはど
うしたらよいか。

腰痛予防 健康

ウイルスなど、利用者や
職員間の感染を予防する
方法を知りたい。感染症
対策を徹底したい。

感染症予防 健康

職員のストレスを緩和
し、安心して仕事に打
ち込んでもらうにはど
うしたらよいか。

ストレス対策 健康

セルフケア/ラインケ
アなどストレスの気づ
きと対処。アンガーマ
ネジメント! 怒りのコ
ントロールとは。

メンタルヘルス 健康

育児・介護休業制度と
は! 職員が休職や復職
する際、どのような点
に注意したらよいか。

休職・復職 雇用
健康

相談可能時間事業項目

１事業所 年間６時間まで雇用管理改善

１事業所 年間３回まで人材育成(教育・研修)

１事業所 年間４時間まで健康確保

上記項目以外でも
お気軽にご相談ください

上記項目以外でも
お気軽にご相談ください

check!

ご希望の場合は、裏面用紙をご記入の上、FAXでお申込みください。電話や、メールでのお問合せもお気軽にどうぞ。

令和７年度介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業

気になることは、
お気軽に

ご相談ください。

介護事業者様が抱える悩み解消のお手伝いをします！

オンラインでも
実施できます。

大阪支部LINE 大阪支部HP

就業規則・人事労務管理

5
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担
当
者

事業所名

〒

所在地

－ －FAX番号－ －電話番号

メール
アドレス昭和/平成/令和 年 月 日

事業所
開設日

ご相談内容 〔 雇用管理関係 ・ メンタルヘルス関係 ・ 教育研修関係 〕 ←当てはまるものに○

ご相談

内容

□ オンライン相談 （CiscoWebex もしくは ZOOM） □ 貴施設・事業所※

□ 介護労働安定センター大阪支部相談室 □ その他※ （ ）

※【注】感染症対策を講じた環境が必要になります。

ご相談

希望場所

【留意事項】 ❶希望時期は、お申込み日から約１か月以降の日程を目安としてください。
❷個別相談は１～２時間程度が目安となります（詳しくはお問合せください）。
❸ご希望は考慮しますが、日時等はご相談の上、調整させていただきます。

◎ 年 月 日頃 （ 時 ～ 時頃 ） 希望

ご相談

希望日時

現在、施設・事業所で「Zoom」等のweb会議ツールを活用していますか。

□ はい （使用ツール： ） □ いいえ □ 今後活用予定
ご質問

備考担当専門家個別相談日時〔決定〕

月 日（ ）

： ～ ：

〔場所〕

介護労働安定センター大阪支部行き

ＦＡＸ番号
０６－４７９１－４１６６

【ご案内令和７年度】 公益財団法人 介護労働安定センター大阪支部

【センター】
（様式第６号）

＜＜＜ 介護センター記入欄 ＞＞＞

本相談申込書に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、介護人材育成コンサルタント・雇用管理コンサルント等
による相談、支部職員による日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

申込日： 年 月 日

雇用管理コンサルタント等／介護人材育成コンサルタント

個 別 相 談 申 込 （受 付） 票

支部受付印

相談者署名担当専門家個別相談日時〔実施〕

年 月 日（ ） ： ～ ：

以下のとおり相談を受けたことを確認しました。

最寄り駅まで徒歩10分以上の場合は、送迎をお願いします。

役職：

2503DM

（事業所番号： )
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福祉サービスを利用していて

困った
ことや悩ん

でいることはありませんか？困った
ことや悩ん

でいることはありませんか？

ケガをしたのに
謝罪してもらえない

自分が思っていたような
サービスが受けられない 職員の態度や言葉づかいに

傷ついてしまった

サービス内容について
わかりやすい言葉で
説明してもらいたい

福祉サービス苦情解決委員会とは
　社会福祉法第83条にもとづき、福祉サービスについての苦情を適切に解決するために全国の
都道府県社会福祉協議会に設置されている委員会です。
　苦情の解決をはかることによって、よりよい福祉サービスの提供を促し、利用者を守る役割を
もっています。
［対象となる福祉サービスの範囲］社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供されるサービス

福祉サービス苦情解決委員会にお気軽にご相談ください。

福祉サービスを受けている事業者にご相談ください。

　委員会では、相談者と事業者の双方の話し合いによる解決をめざし、相談援助、事業所への
聞き取り、話し合いの機会を設けるなど、苦情解決のお手伝いをいたします。

　不満や悩み、疑問に思っていることなど、モヤモヤした気持ちが大きくならないうちに、まずは
福祉サービスを受けている事業者に気軽に話してみてください。
　事業者は「苦情解決責任者」と「苦情受付担当者」を設置し、利用者からの苦情の適切な解決
に努めることになっています。
　また、事業者の中には、客観性を確保するために、職員以外の方を「第三者委員」として設置
し、話し合いに立ち会ったり助言を行ったり、苦情解決のために積極的な役割を果たしてもらって
いるところが増えています。

それでも解決しなかった場合や、
事業者に直接言い出しにくいときは、

このような場合には、まず

運営適正化委員会での苦情解決の手順

苦情相談の受付
　来所、電話、FAX、メール、手紙のいずれかでも受け付けて
います。
（来所は中止する場合があります。事前連絡が必要です。）

話し合いの場
　委員会で検討したうえで
必要に応じて、相談者と事業
者との話し合いの場の機会
を設けます。

相談援助
　窓口で相談内容を傾聴します。相談者の意向を確かめた上で、
必要に応じて相談者へ助言します。
　また、相談内容に応じた方法を検討します。

事業者等への聞き取り
苦情内容の伝達

　相談者からの相談内容の事実確認
をする必要がある場合、委員や事務
局の担当職員が関係者へ聞き取りを
します。事業者へ苦情内容と気もち
を伝えます。

知事への通知
　利用者への虐待や重大な法令違反である場合は、
委員会で検討しすみやかに大阪府知事に通知し、
行政による調査・指導・監査を求めます。

1

2

3

7



「苦情から見えてくるサービスの質の改善について」

（苦情が大きくなる原因）

サービス中に事故が発生した際、たとえ、事業所側に過失があると考えにくい場合でも、

説明に一貫性がなかったり、説明が不足していたりすると、家族の不信感を増大させ苦情の

規模が大きくなる可能性があります。

例えば、事故当時の状況が明確になっていない段階で、利用者家族に説明すると、話に矛

盾が生じる場合があり、不信感につながります。

（例）通所介護

  デイサービス中に転倒し、骨折した。

  転倒の際、職員は誰も見ていなかった

  詳細な説明を求めても、職員からは曖昧な回答しか得られず、不信感が募っている。

(苦情につながる要素)

真摯な対応をしてもらえない。

👉職員同士の情報の共有が出来ておらず、回答が定まっていない

事故当時の状況がわからない。(曖昧な説明しかない)

👉サービス提供の記録がない

≪防止するためには≫

万一、事故が起こってしまった場合、大切なのは利用者家族への「初期対応」です。初期

対応が不適切なため不信感を生じさせ、解決が困難になっている事例が多く見受けられま

す。曖昧な記憶で家族へ説明をしたり、職員によって対応が異なるとトラブルの元になりま

す。事務所内で、共有する情報に食い違いが起きたり、忘れたりということを防ぐためにも、

「サービス提供の記録」を作成しておくことが大変重要になります。
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また、苦情の発生を、未然に防止する取組みを講じたり、利用者や家族と常日頃からコミ

ュニケーションをとり、関係性を築いていくこともサービスの質の向上につながる方法で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

令和５年度国保連合会苦情相談・苦情申立件数 

苦情相談 407 件  苦情相談：電話や来会等で助言や情報提供等を行ったもの。 

苦情申立   6 件  苦情申立：苦情申立書を受けたもの。 

計 413 件  

 

 

・「運営基準」厚生省令第 37 号「通所介護」参照 

＜サービスの提供の記録＞ 

第 19条 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、当該指定通所介護の提

供日及び内容、当該指定通所介護について法第 41条第６項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を

記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの

内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な

方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

9



0570-003-110

0120-007-110

0570-070-810

みんなの
人権110番

●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分（全国共通）　
●一部のIP電話等からはご利用できない場合があります。

こどもの人権についての専用相談電話です。
いじめや虐待などのこどもの人権についての相談はこちらへどうぞ。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　（全国共通・通話料無料）

ゼロ ゼロ みんな の ひゃくとおばん

こどもの
人権110番

ぜろフリーダイヤル ぜろ なな の ひゃくとおばん

女性の人権についての専用相談電話です。
セクハラやＤＶなどの女性の人権についての相談はこちらへどうぞ。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分（全国共通）
●一部のIP電話等からはご利用できない場合があります。

女性の人権
ホットライン

ゼロ ゼロナナ の ハートライン

インターネットでも相談を受け付けています

パソコン・スマホ・携帯電話共通

https://www.jinken.go.jp/

●人権相談はこちらへ●
人権についての相談はなんでも

学校でのいじめ、虐待などこどもに関する相談はこちら

職場でのセクハラ、家庭内暴力など女性に関する相談はこちら

＊端末の環境により、ご利用できない場合があります。

秘密は守ります。相談は無料です。
ひ みつ そう だん む りょうまも

そうだん う つ

そうだんじょせいぼうりょく かんていかばしょく ない

がっこう ぎゃくたい そうだんかん

じん

じんけん そうだん

けん そう だん

ＬＩＮＥでも相談を受け付けています
そうだん う つ

とも つい か

こちらから友だち追加してください

LINEじんけん相談LINEじんけん相談
そう だん

そう  だん

教えて！

いろんな人が知識・経験を活かして活動している
のね！

そういう人がいるとは知らなかったわ･･･
どうやって選ばれているの？

人権擁護委員って何をしている人なのかしら？

結構たくさんいるのね！
ちなみにどんな人が選ばれているの？

いじめや虐待、差別など、人権にかかわることで
困ったときは、一人で抱え込まずに、気軽に人権擁
護委員に相談して欲しいミン！

元学校の先生、弁護士、医療・福祉施設の職員と
いった、いろいろな職業や経験を持つ専門家とか、
地域に明るい地元企業や農家、自治会の人などが選
ばれているミン！

市町村長から推薦された人の中から、法務大臣が委
嘱（任命）しているミン
全国の市町村に14,000人ぐらいいるミン！

法務省HP（たばみんのページ）
https://www.moj.go.jp/JINKEN/html/index.html

全国人権擁護委員連合会HP
https://zenrenjinken.org/

たばみん

人権擁護委員や「たばみん」のことを詳しく知りた
い方は、全国人権擁護委員連合会や法務省のホーム
ページにアクセスしてね！

出張版

人権擁護委員ってどんな人？

人権擁護委員は、ボランティアで、皆さんから人権
にかかわる相談を受けて問題解決のお手伝いをした
り、皆さんに人権について関心を持ってもらえるよ
うな広報活動をしている人だミン！

法 務 省 人 権 擁 護 局
この冊子には、音声コードが印刷されて
います。Uni-Voiceアプリを使用して
読み取ると、音声で聞くことができます。

全国人権擁護委員連合会

人KENあゆみちゃん人KENまもる君
人権イメージキャラクター

★ 差別を受けた
★ 暴行・虐待を受けた
★ ハラスメントを受けた
★ いじめを受けた
★ インターネット上の誹謗中傷など

★ 差別を受けた
★ 暴行・虐待を受けた
★ ハラスメントを受けた
★ いじめを受けた
★ インターネット上の誹謗中傷など

さ べつ うさ べつ う

う

う

ぼう こう ぎゃく たい うぼう こう ぎゃく たい う

ひ　   ぼうひ　   ぼうじょうじょう ちゅうしょうちゅうしょう

今、悩み
抱える
あなたへ

を

ひとりで悩まず
なや

ほう きょく そうだんむ

に相談を法務局

なや

かか
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「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項

「シフト制」とは
この留意事項での「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期
間（１週間、１か月など）ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定す
るような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労
働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除き
ます。

シフト制労働契約の締結に当たっての留意事項

（１）労働条件の明示 （「留意事項」２頁）

このリーフレットは、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に
留意していただきたい内容をまとめています。労働者も納得した上でルールを定め、
労働関係法令を守り、トラブルを予防しましょう。

労働契約の締結時には、労働者に対して以下の労働条件を明示しなければなりません
（労基法第15条第１項、労基則第５条）。

特にシフト制労働契約では、以下の点に留意しましょう。
「始業・終業時刻」
労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働条件通
知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業
時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定め
る一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があります。

「休日」
具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記
する必要があります。

※労働者が希望した場合は、電子的な方法で明示することができます。

必ず明示しなければならない事項 定めをした場合に
明示しなければならない事項

書面※で交付しなければならない事項
契約期間
期間の定めがある契約を更新する場合
の基準
就業場所、従事する業務
始業・終業時刻、休憩、休日など
賃金の決定方法、支払い時期など
退職(解雇の事由を含む）

退職手当
賞与など
食費、作業用品などの負担
安全衛生
職業訓練
災害補償など
表彰や制裁
休職

昇給

１

シフト制労働契約を締結する労働者・使用者・労使団体の皆さま
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（３）就業規則の作成 （「留意事項」３頁）

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、「始業及び終業の時刻」や「休日」に関す
る事項などについて、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません
（労基法第89条第１号等）。

（２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項 （「留意事項」３頁）

前頁の明示事項に加えて、トラブルを防止する観点から、シフト制労働契約では、シフトの
作成・変更・設定などについても労使で話し合って以下のようなルールを定めておくことが
考えられます（作成・変更のルールは、就業規則等で一律に定めることも考えられます）。

（１）労働時間、休憩 （「留意事項」５頁）

労働時間の上限は原則１日８時間、１週40時間であり、この上限を超えて働かせるには36
協定が必要です（労基法第32条、第36条）。
１日の労働時間が６時間を超える場合は45分以上、８時間を超える場合は１時間以上の休憩
を、勤務時間の途中で与えなければなりません（労基法第34条第１項）。

（２）年次有給休暇 （「留意事項」６頁）

所定労働日数、労働時間数に応じて、労働者には法定の日数の年次有給休暇が発生します
（労基法第39条第３項、労基則第24条の３）。使用者は、原則として労働者の請求する時季に年
次有給休暇を取得させなければなりません（労基法第39条第５項）。「シフトの調整をして働
く日を決めたのだから、その日に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。

シフト制労働者を就労させる際の注意点

作成
・シフトの作成時に、事前に労働者の意見を聞くこと
・シフトの通知期限 例：毎月○日

・シフトの通知方法 例：電子メール等で通知

変更

・一旦確定したシフトの労働日、労働時間をシフト期間開始前に変更する場
合に、使用者や労働者が申出を行う場合の期限や手続

・シフト期間開始後、確定していた労働日、労働時間をキャンセル、変更す
る場合の期限や手続
※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者
と労働者双方の合意が必要である点に留意してください。

設定

作成・変更のルールに加えて、労働者の希望に応じて以下の内容についてあ
らかじめ合意することも考えられます。
・一定の期間中に労働日が設定される最大の日数、時間数、時間帯
例：毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する

・一定の期間中の目安となる労働日数、労働時間数
例：１か月○日程度勤務／１週間あたり平均○時間勤務

・これらに併せて、一定の期間において最低限労働する日数、時間数などを
定めることも考えられます。
例：１か月○日以上勤務／少なくとも毎週月曜日はシフトに入る

２
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（４）安全、健康確保 （「留意事項」５頁）

労働安全衛生法に基づく安全衛生教育（安衛法第59条）や健康診断の実施（安衛法第66条）など
の義務は、シフト制労働者に対しても同様に適用されます。

シフト制労働者と「期間の定めがある労働契約」（有期労働契約）を締結している場合、期間
中はやむを得ない事由がなければ解雇できません。また、期間の定めがない場合でも、客観
的に合理的な理由等がなければ解雇できません（労契法第17条第１項、第16条）。
なお、解雇する場合、①30日以上前の予告、②解雇予告手当の支払い（平均賃金の30日分以
上）のどちらかが必要です（労基法第20条第１項）。

（１）解雇 （「留意事項」７頁）

（２）雇止め （「留意事項」８頁）

一定の場合には、雇止め（労働者からの有期労働契約の更新等の申込みを使用者が拒否すること）がで
きなくなります（労契法第19条）。
契約が３回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から１年を超えて継続勤務している場
合、雇止めには契約満了日の30日前の予告が必要です（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関
する基準第１条）。

（１）募集 （「留意事項」９頁）

（２）均衡待遇 （「留意事項」８頁）

・労働者を募集する際には、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を明示することが必要で
す（職業安定法第５条の３第１項、第２項）。なお、募集時に示した労働条件を、労働契約締結ま
でに変更する場合、変更内容の明示が必要です（職業安定法第５条の３第３項）。

・シフト制労働者がパートタイム労働者や有期労働契約の労働者である場合には、通勤手当の
支給やシフト減に伴う手当の支払いなどで、正社員と比べて不合理な待遇にしないよう留意
してください（パートタイム・有期雇用労働法第８条）。
※その際、正社員の待遇を労使合意なく引き下げることは望ましくないことに留意してください。

（３）社会保険・労働保険 （「留意事項」９頁）

・シフト制労働者も労災保険の適用、給付の対象です。また労働時間などの要件を満たせば、
雇用保険や健康保険・厚生年金保険の被保険者にもなります。

（３）休業手当 （「留意事項」６頁）

シフト制労働者を、使用者の責に帰すべき事由で休業させた場合は、平均賃金の60％以上
の休業手当の支払いが必要です（労基法第26条）。
※なお、使用者自身の故意、過失等により労働者を休業させることになった場合は、賃金の全額を支払う
必要があります（民法第536条第２項）。

シフト制労働者の解雇や雇止め

その他（募集・採用、待遇、保険関係など）

３

４
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「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」
（URL）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

ご質問・ご相談窓口

シフト制労働契約簡易チェックリスト５

参考リンク・お問い合わせ先６

シフト制の労働契約、労働条件全般 総合労働相談コーナー（都道府県労働局と労働基準監督署等に設置）
労基法、安衛法、労災 労働基準監督署
募集・採用、雇用保険 公共職業安定所
職業安定法 都道府県労働局
社会保険 年金事務所（健康保険の場合はご加入の健康保険組合)

労働契約を締結する際の留意点 法定
事項

１．シフト制労働契約の締結時に、労働者に「始業・終業時刻」や「休日」などの労働
条件を書面で伝えていますか。 ⇒１（１）労働条件の明示 □ ○

１－２．労働契約の締結時に、始業と終業の時刻を具体的に決めた日がある場合、どの
ように明示をしていますか。
a. その日の始業・終業時刻、原則的な始業・終業時刻や休日の設定の考え方を記載したり、
最初の期間のシフト表を渡したりして書面などで伝えている。

b. 書面などで伝えているが、始業・終業時刻や休日は「シフトによる」とだけ記載している。

ｂに該当
する場合、
aの方法
で明示を
行ってく
ださい

○

１－３．シフト制労働契約の締結時に、労働者の希望に応じて以下の内容についても定
めていますか。 ⇒１（２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項
a. シフトが入る可能性のある最大の日数や時間数
b. シフトが入る目安の日数や時間数
c. シフトが入る最低限の日数や時間数

a～cにつ
いて、労
働者の意
向も確認
してみま
しょう

１－４．シフト制労働契約の締結時に、以下を定めていますか。
⇒１（２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

a. シフトを作成するにあたり事前に労働者の意見を聞くなど作成に関するルール
b. 作成したシフトの労働者への通知期限、通知方法
c. 会社や労働者がシフトの内容（日にちや時間帯）の変更を申し出る場合の期限や手続
d. 会社や労働者がシフト上の労働日をキャンセルする場合の期限や手続

a~dにつ
いて、導
入を検討
してみま
しょう

２．いったん確定したシフト上の労働日、労働時間等の変更は、使用者と労働者で合意
した上で行っていますか。 ⇒１（２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項 □ ○

シフト制労働者が就労する際の留意点 法定
事項

３．シフト制労働者の労働時間が１日８時間、１週40時間を上回る場合には、36協定
を締結・届出していますか。 ⇒２（１）労働時間、休憩 □ ○

４．１日の労働時間が６時間を超える場合には、勤務の途中に一定時間以上の休憩を与
えていますか。 ⇒２（１）労働時間、休憩 □ ○

５．要件を満たすシフト制労働者から年次有給休暇の請求があった場合、原則として労
働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させていますか。 ⇒２（２）年次有給休暇 □ ○

６．シフト制労働者を使用者の責に帰すべき事由で休業させた場合は、一定額以上の休
業手当を支払っていますか。 ⇒２（３）休業手当 □ ○

７．シフト制労働者に、必要な安全衛生教育や健康診断を実施していますか。
⇒２（４）安全、健康確保 □ ○

８．要件を満たすシフト制労働者を雇用保険、健康保険・厚生年金の被保険者としてい
ますか。 ⇒４（３）社会保険・労働保険 □ ○
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「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

「滑り」による転倒災害の原因と対策
凍結した通路等で滑って転倒（24％）
従業員⽤通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マット等を設置する（★）

(なし)

中央労働災害
防止協会

転倒予防セミナー

職場３分
エクササイズ

（★）については、⾼年齢労働者の転倒災害防止の
ため、中小企業事業者は「エイジフレンドリー補助⾦」
（補助率１/２、上限100万円）を利⽤できます

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

中小事業者は、無料で安全
衛生の専門家のアドバイス
が受けられます 中小規模事業場

安全衛生サポート事業エイジフレンドリー補助⾦

（R６.１)厚生労働省・大阪労働局・労働基準監督署

介護労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を
防止しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています
事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒（33％）
転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）
走らせない、急がせない仕組みづくり

通路の段差につまずいて転倒（15％）
事業場内の通路の段差の解消（★）、「⾒える化」
送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

設備、家具などに足を引っかけて転倒（12％）
設備、家具等の⾓の「⾒える化」

利⽤者の⾞椅⼦、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒（８％）
介助の周辺動作のときも焦らせない
介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

作業場や通路以外の障害物（⾞⽌めなど）につまずいて転倒（７％）
適切な通路の設定
敷地内駐⾞場の⾞止めの「⾒える化」

コードなどにつまずいて転倒（５％）
労働者や利⽤者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、
労働者に徹底させる

浴室等の⽔場で滑って転倒（23％）
防滑床材の導入、摩耗している場合は施⼯し直す（★）
滑りにくい履き物を使⽤させる
脱⾐所等隣接エリアまで濡れないよう処置

こぼれていた⽔、洗剤、油等（人為的なもの）により滑って転倒（21％）
⽔、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。
（清掃中エリアの⽴⼊禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放）

⾬で濡れた通路等で滑って転倒（11％）
⾬天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を⾏う
送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起
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転倒したのは･･･

転びの予防
体⼒チェック

ロコチェック

内閣府ウェブサイト

4,336

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

転倒災害（休業４⽇以上）の発⽣状況（令和３年）

社会福祉施設における転倒災害の態様

• 骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

社会福祉施設の転倒災害による平均休業
⽇数（※労働者死傷病報告による休業⾒込⽇数）

44⽇

社会福祉施設における転倒災害発⽣件数の推移

社会福祉施設における転倒災害被災者の
性別・年齢別内訳

60歳以上

⼥性

43%50代⼥性

28%

40代⼥性

10%

60歳以上男性

5%

30代⼥性

4%

20代⼥性

3%

移動中
70.4%

作業中
29.6%

介護の現場における転倒災害の発⽣時点

転倒災害が起きているのは
移動のときだけではありません

つまずき
40%

歩⾏中バランス崩し・もつれ
5%

滑り
31%

他人とぶつかった、
他人に押された

（被介助者の転倒含む）
5%

荷物や介助作業によってバランスを崩した
4%

踏み外し
1%

⾞椅⼦、台⾞の操作を失敗
2%

⽴ち上がり時バランス崩し
1%

貧血、意識消失等
1%

物・他人・動物をよけようとして
バランスを崩した

1%

障害物を乗り越えるのを失敗した
1% 環境によるバランス崩し

1%

その他の転び方
4% 転倒モード不明

3%

転倒時の類型

転倒リスク・骨折リスク
 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体⼒チェック」「ロコチェック」をご覧ください

 現役の⽅でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい

箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

 特に⼥性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増⼤します
→対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう

YouTube動画とアンケートのご案内

〜転倒・腰痛予防︕
「いきいき健康体操」〜

大阪労働局
YouTubeチャンネル

アンケートに
ご協⼒ください
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1. 何もないところでつまずく、足がもつれて転倒
• 人は加齢とともに転びやすくなります。自分は大丈夫だろうと思わず、転んで
⾻折するかもしれないという意識を持って歩⾏や作業をしてください。

• 走らないようにしましょう。
2. 段差、家具等につまずいて転倒（⾒えていない）

• 前をよく⾒て歩⾏、作業しましょう。
• 事業場内の危ない箇所は「⾒える化」等の対策をしましょう。

3. 浴室、脱⾐所等の⽔場で滑って転倒
4. こぼれていた⽔、洗剤等で滑って転倒（⾒えていない）

• よく⾒て歩⾏、作業しましょう。
• ⾒つけたらほかの労働者の転倒防⽌のためにもすぐに拭きとりましょう。
• 水拭き等の後は、乾くまで他の労働者が入らないようにしましょう。

5. 雪、⾬で滑って転倒
• 送迎や訪問介護時も含め、積雪・降⾬時の歩⾏や作業に注意しましょう。

これらは介助中の転倒より多く、単独作業や移動中の油断や焦りが
転倒による⼤怪我と⻑期休業につながっています。

移動中

70.4%
作業中

29.6%

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

60歳以上

⼥性

43%50代⼥性

28%40代⼥性

10%

60歳以上男性

5%

30代⼥性

4%

20代⼥性

3%

社会福祉施設における転倒災害被災者の性別・年齢別内訳

4,336

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

転倒災害（業務中の転倒による重傷、休業４⽇以上）の発生状況（令和３年）

転倒災害（業務中の転倒による⼤怪我）に注意しましょう
介護の現場で働く皆さまへ

加齢等による転倒リスク・骨折リスク

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 （R５.6)

介護労働者の転倒災害 ※の主な要因（労働者死傷病報告より）
※訪問介護や送迎先での転倒災害も含む

ロコチェック 内閣府
ウェブサイト

社会福祉施設における
転倒による怪我の態様

• 骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

社会福祉施設の
転倒災害による
平均休業⽇数
44⽇
※ 労働者死傷病報告

（休業４日以上）に
よる休業⾒込日数

介護の現場における転倒災害の発生時点

転倒災害が起きているのは
移動の時だけではありません

 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります →「ロコチェック」
 現役の⽅でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも→「たった一度の転倒で寝
たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

 特に⼥性は加齢とともに⾻折のリスクも著しく増大します
→対象者は市町村が実施している「骨粗鬆症健診」を受診しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています。
転倒災害は、被災しないよう労働者自身が注意することも必要です。
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令和３年度

老人保健事業推進費等補助金

（老人保健健康増進等事業分）

令和３年度 老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの 

普及・定着に向けた調査研究事業  編 

意思決定支援の重要性

○ 一人ひとりが自分で意思を形成し、それを表明でき、その

意思が尊重され、日常生活・社会生活を決めていくことは

とても重要なことであって、このことは認知症の人につい

ても同様のことです。

意思決定支援とは

○ 認知症の人（認知症と診断された場合のほか、認知機能

の低下が疑われ意思決定能力が不十分な人を含みます）

であっても、その能力を最大限活かして、日常生活・社会

生活に関して自らの意思に基づいた生活を送ることがで

きるようにするために行う、意思決定支援に関わる全ての

人による本人支援、と示されています。

ガイドラインを

読むには

こちらから➡➡

できることはたくさんある。それを聴いてほしい、
かなえたい。

ガイドラインをくわしく解説してほしい （ガイドライン補助資料）

ガイドラインの説明を聞いてみたい （専門職研修動画教材）  

ご本人の声
（メッセージ）
もあります

意思決定支援ガイドラインの 
読み方と活かし方 

意思決定支援ガイドライン研修 
 （医療職向け組み込み型研修） 

意思決定支援ガイドライン研修 
 （介護職向け組み込み型研修） 

本人の意思に基づいて

「本人が決める」ことの

　　　　　　　　　支援 へ

決められない人だから

代わりに決めてあげる

　　　　　　　　　　　　から

意思実現

意思
形成

意思
表明

認知症の人の
日常生活・社会
生活における
意思決定支援
ガイドライン

認知症の人の
日常生活・社会
生活における
意思決定支援
ガイドライン

あなた
の“決める”をあなた
の“決める”を
みんなでささえる

意思決定支援にかかわる

すべ
ての人に知っ

ておいてほしいこと

認知症の人の
日常生活・社会
生活における
意思決定支援
ガイドライン

➡本人のとって見過ごすことのできない

　重大な影響が生じる場面

▷ 住まいの場を選ぶ、独り暮らしを選ぶ

▷ 介護・ケアサービスを選ぶ

▷ 自宅を売却する           など

社会生活での

「決める」の場面とは

➡これまでの生活や価値観が反映される場面

　日常の生活が確保されることが尊重される場面

▶ 自分の好きなものを食べる、選んだ服を着る

▶ 行きたいと思う場所に出掛ける

▶ 入所中の施設の行事に参加する     など

日常生活での

「決める」の場面とは

ガイドラインを
どう読んで、  
どう活かすか、
事例に沿って
分かりやすく 

意思決定支援やガイドラインをもっと知りたい
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意思決定支援の３要素

“ささえる”ための原則

○ ご本人が表明された意思（何をしたい、
どっちがいい、など）を聴き、それを尊
重することから始まります。

○ 支援する側の目線や都合ではなく、ご本
人の自己決定を尊重します。

○ ご本人が決定するために必要な情報を、
保たれている認知能力に応じて、工夫や
確認をしながら説明していきます。

○ 言葉だけでなく、身振り・手振り、表情
の変化も読み取っていきます。

○ 早い段階から、伴走するように、ご本人
の「決める」を支援していきます。

意思決定支援のプロセス（流れ）

意思決定支援の原則

本人の意思の尊重1

早期からの継続的支援3
本人の意思決定能力への配慮2

時間・場所、一緒にいる人

○ こうしたい、どっちがいい、などを決める
とき、まず自分を知ってくれて、話を聞い
てくれるような信頼できる人に支援しても
らいたいよ。

○ 立ち会う人も、遠慮なく自分の意見が言
えるような人がいいね。

○ 普段行かないような慣れない場所よりも、
自宅がいいです。ありがたいけど、大勢
で取り囲まれ
ちゃ、言いた
いこともあま
り言えないし。

「思う」・「考える」をささえる

○ 自分で選んで決めたいけど、違いがよく分
からないから選べないなぁ。

○ たくさん説明してくれるときは、ゆっくり
と分かりやすくお願いします。あと、紙
に図や表などで書いてくれると分かりや
すいです。

○ 「Ａですか・Ｂですか」だけじゃなくて、「何
がしたいですか」、「どうしたいですか」っ
て聞かれる方が、したいことを言いやすい
のになぁ。

○ 説明の途中で、確認してくれるといいで
す。最初の方に言われたことがあやふや
になっちゃうから。

確認や振り返り

○ 支援に関わる皆さんに自分のことを分
かってもらえると安心だし、前に言ったこ
と、ちょっとしたこと、覚えていてほしい
よ。

○ 一緒に考えたことを、一緒に振り返れば
思い出すこともあります。決めていく途
中のていねいな支援がうれしいです。

○ ご本人の意思を、多職種協働や社会資源
も活用しながら、日常生活・社会生活に
反映できるよう伴走していきます。

○ 実際にやってみて、ご本人の意思が変わ
ることもあります。ご本人にとって無理の
ない提案をしながら継続的に支援してい
きます。

「する」・「かなえる」をささえる

○ ご本人が意思を伝えられるように、時間
をかけて、コミュニケーションを取る中で
聞くことを心がけています。

○ 私たちも同じですが、時間が経ったり、
状況が変わったり、最初の意思は変わる
ものです。時間をおいて、何度でも私た
ちに話してください。

○ ご本人の生活歴や普段の様子・価値観な
どから「おかしいな」「迷ってるのかな」
と感じたときは、一旦立ち止まって、ご
本人にも、も
う一度確認し
ています。

「話す」・「伝える」をささえる

環境の整備

それぞれのプロセスの具体的な内容は、

ガイドラインや「読み方と活かし方」を参照してください。

意思形成
の支援

適切な情報、認識、

環境の下で意思が

形成されることに

対する支援

talk realiz
e

意思表明
の支援

形成された意思を

適切に表明・表出

することに対する

支援

意思実現
の支援

本人の意思を日常

生活・社会生活に

反映することに

対する支援

プロセスの記録・確認・振り返り

支援者の  声  で説明しますご本人の  声  で説明します

32


